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附
属
書
二
（
第
三
章
関
係
）　

品
目
別
規
則

 

 

第
一
編　

一
般
的
注
釈

 

１　

こ
の
附
属
書
は
、
第
三
・
二
条

に
規
定
す
る
要
件
に
関
す
る
通
則
を
定
め
る
。

(c)

 

２　

こ
の
附
属
書
に
定
め
る
品
目
別
規
則
の
適
用
上
、

　

特
定
の
類
、
項
又
は
号
の
産
品
に
つ
い
て
適
用
す
る
品
目
別
規
則
又
は
一
連
の
品
目
別
規
則
は
、
次
編
の
表
の
上
欄
に

(a)

 

掲
げ
る
類
、
項
又
は
号
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
規
則
と
す
る
。

　

一
連
の
品
目
別
規
則
に
お
い
て
二
以
上
の
規
則
を
選
択
的
に
適
用
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら

(b)

 

の
規
則
に
関
す
る
記
載
の
順
序
は
、
適
用
の
優
先
順
位
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。

 

　

こ
の
附
属
書
の
中
で
、
重
量
と
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
乾
燥
重
量
を
い
う
。

(c)

 

　

次
の
定
義
を
適
用
す
る
。

(d)

　

「
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
」
又
は
「
Ｑ
Ｖ
Ｃ
三
〇
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
第
三
・
四
条
１
に
定
め
る
計
算
式
を
用
い
て
算
定
す

(i)
る
原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
又
は
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
産
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
生
産
の
最
終
工
程
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が
締
約
国
に
お
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。

　

「
Ｃ
Ｃ
」
と
は
、
各
類
、
項
、
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
示
す
。
こ
の
こ
と
は
、
産
品
の
生
産

(ii)
に
使
用
さ
れ
た
全
て
の
非
原
産
材
料
に
つ
い
て
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関
税
分
類
の
変
更
で
あ
っ
て
二
桁
番
号
の
水
準
に

 

お
け
る
も
の
（
す
な
わ
ち
、
類
の
変
更
）
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
い
う
。

　

「
Ｃ
Ｔ
Ｈ
」
と
は
、
各
類
、
項
、
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
示
す
。
こ
の
こ
と
は
、
産
品
の
生

(iii)
産
に
使
用
さ
れ
た
全
て
の
非
原
産
材
料
に
つ
い
て
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関
税
分
類
の
変
更
で
あ
っ
て
四
桁
番
号
の
水
準

 

に
お
け
る
も
の
（
す
な
わ
ち
、
項
の
変
更
）
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
い
う
。

　

「
Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
」
と
は
、
各
類
、
項
、
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
示
す
。
こ
の
こ
と
は
、
産
品
の

(iv)
生
産
に
使
用
さ
れ
た
全
て
の
非
原
産
材
料
に
つ
い
て
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関
税
分
類
の
変
更
で
あ
っ
て
六
桁
番
号
の
水

 

準
に
お
け
る
も
の
（
す
な
わ
ち
、
号
の
変
更
）
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
い
う
。

　

「
Ｃ
Ｒ
」
と
は
、
化
学
反
応
に
係
る
規
則
を
い
う
。
化
学
反
応
に
よ
る
生
産
品
で
あ
る
産
品
は
、
当
該
化
学
反
応
が

(v)
締
約
国
に
お
い
て
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
原
産
品
と
す
る
。
「
化
学
反
応
」
と
は
、
分
子
内
の
結
合
を
切
断
し
、
か

つ
、
新
た
な
分
子
内
の
結
合
を
形
成
す
る
こ
と
又
は
分
子
内
の
原
子
の
空
間
的
配
列
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
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な
構
造
を
有
す
る
分
子
を
生
ず
る
過
程
（
生
化
学
的
な
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。
こ
の
定
義
の
適
用
上
、
次
の
も
の

 
は
、
化
学
反
応
と
み
な
さ
な
い
。

　

水
そ
の
他
の
溶
媒
へ
の
溶
解 

(A)　

溶
媒
（
溶
媒
水
を
含
む
。
）
の
除
去 

(B)　

結
晶
水
の
追
加
又
は
除
去 

(C)

 

　

こ
の
附
属
書
に
お
け
る
記
載
は
、
二
千
二
十
二
年
一
月
一
日
に
改
正
さ
れ
た
統
一
シ
ス
テ
ム
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。

(e)　

第
三
・
六
条
に
規
定
す
る
特
定
の
割
合
で
あ
っ
て
、
産
品
の
生
産
に
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
（
関
連
す
る
関
税
分
類

(f)

 

の
変
更
が
行
わ
れ
な
い
も
の
に
限
る
。
）
の
価
額
の
総
額
又
は
総
重
量
に
関
す
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
一
類
か
ら
第
四
九
類
ま
で
の
各
類
及
び
第
六
四
類
か
ら
第
九
七
類
ま
で
の
各
類
に
分
類
さ
れ
る

(i)

 

産
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
産
品
の
価
額
の
十
パ
ー
セ
ン
ト

　

統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
五
〇
類
か
ら
第
六
三
類
ま
で
の
各
類
に
分
類
さ
れ
る
産
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
産
品
の
重
量
の

(ii)

 

十
パ
ー
セ
ン
ト

 

注
釈
１　

「
非
原
産
材
料
の
価
額
」
と
は
、
第
三
・
四
条
３
の
規
定
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
価
額
を
い
う
。
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注
釈
２　

「
当
該
産
品
の
価
額
」
と
は
、
第
三
・
四
条
１
に
規
定
す
る
当
該
産
品
の
本
船
渡
し
の
価
額
又
は
同
条
２

 

に
定
め
る
価
額
を
い
う
。

 

第
二
編　

品
目
別
規
則

 

関

税

率

表

番

号

品

目

別

規

則

第
一
部

第
一
類

Ｃ
Ｃ

第
二
類

Ｃ
Ｃ
（
第
一
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

第
三
類

Ｃ
Ｃ

第
四
類

〇
四
・
〇
一
―
〇
四
・
〇
六

Ｃ
Ｃ
（
第
一
九
・
〇
一
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

〇
四
・
〇
七
―
〇
四
・
一
〇

Ｃ
Ｃ

第
五
類

Ｃ
Ｃ

第
二
部

第
六
類

Ｃ
Ｃ

第
七
類

Ｃ
Ｃ
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第
八
類

Ｃ
Ｃ

第
九
類

〇
九
・
〇
一

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

〇
九
・
〇
二
―
〇
九
・
一
〇

Ｃ
Ｃ

第
一
〇
類

Ｃ
Ｃ

第
一
一
類

一
一
・
〇
一

Ｃ
Ｃ

一
一
・
〇
二
―
一
一
・
〇
四

Ｃ
Ｃ
（
第
一
〇
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
一
〇
五
・
一
〇
―
一
一
〇
六
・
二
〇

Ｃ
Ｃ
（
第
七
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
一
〇
六
・
三
〇

Ｃ
Ｃ
（
第
八
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
一
〇
七
・
一
〇
―
一
一
〇
八
・
一
二

Ｃ
Ｃ
（
第
一
〇
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
一
〇
八
・
一
三
―
一
一
〇
八
・
一
四

Ｃ
Ｃ
（
第
七
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
一
〇
八
・
一
九

Ｃ
Ｃ
（
第
七
類
又
は
第
一
〇
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
一
〇
八
・
二
〇

Ｃ
Ｃ
（
第
七
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
一
・
〇
九

Ｃ
Ｃ
（
第
一
〇
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

第
一
二
類

Ｃ
Ｃ

第
一
三
類

Ｃ
Ｃ
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第
一
四
類

Ｃ
Ｃ

第
三
部

第
一
五
類

一
五
・
〇
一
―
一
五
・
〇
六

Ｃ
Ｃ

一
五
・
〇
七
―
一
五
・
〇
八

Ｃ
Ｃ
（
第
一
二
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
五
・
〇
九
―
一
五
・
一
〇

Ｃ
Ｃ
（
第
七
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
五
一
一
・
一
〇
―
一
五
一
五
・
一
九

Ｃ
Ｃ
（
第
一
二
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
五
一
五
・
二
一
―
一
五
一
五
・
二
九

Ｃ
Ｃ
（
第
一
〇
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
五
一
五
・
三
〇
―
一
五
一
五
・
五
〇

Ｃ
Ｃ
（
第
一
二
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
五
一
五
・
六
〇

Ｃ
Ｃ

一
五
一
五
・
九
〇

Ｃ
Ｃ
（
第
一
〇
類
又
は
第
一
二
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
五
・
一
六
―
一
五
・
二
二

Ｃ
Ｃ

第
四
部

第
一
六
類

一
六
・
〇
一
―
一
六
・
〇
三

Ｃ
Ｃ

一
六
〇
四
・
一
一
―
一
六
〇
四
・
一
六

Ｃ
Ｃ
（
第
三
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
六
〇
四
・
一
七
―
一
六
〇
五
・
五
一

Ｃ
Ｃ
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一
六
〇
五
・
五
二
―
一
六
〇
五
・
五
四

Ｃ
Ｃ
（
第
三
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
六
〇
五
・
五
五
―
一
六
〇
五
・
六
九

Ｃ
Ｃ

第
一
七
類

一
七
・
〇
一
―
一
七
・
〇
三

Ｃ
Ｃ

一
七
・
〇
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
一
八
類

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
一
九
類

一
九
・
〇
一
―
一
九
・
〇
四

Ｃ
Ｃ

一
九
〇
五
・
一
〇
―
一
九
〇
五
・
四
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
三
〇

一
九
〇
五
・
九
〇

Ｃ
Ｃ
（
第
〇
七
・
〇
一
項
、
第
〇
七
一
〇
・
一
〇
号
、
第
〇
七
一
二
・
九
〇
号
又
は
第
一
一
・
〇

五
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

第
二
〇
類

二
〇
・
〇
一
―
二
〇
・
〇
三

Ｃ
Ｃ

二
〇
〇
四
・
一
〇

Ｃ
Ｃ
（
第
〇
七
・
〇
一
項
、
第
〇
七
一
〇
・
一
〇
号
、
第
〇
七
一
二
・
九
〇
号
又
は
第
一
一
・
〇

五
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
〇
〇
四
・
九
〇
―
二
〇
〇
五
・
一
〇

Ｃ
Ｃ

二
〇
〇
五
・
二
〇

Ｃ
Ｃ
（
第
〇
七
・
〇
一
項
、
第
〇
七
一
〇
・
一
〇
号
、
第
〇
七
一
二
・
九
〇
号
又
は
第
一
一
・
〇

五
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
〇
〇
五
・
四
〇
―
二
〇
〇
九
・
九
〇

Ｃ
Ｃ

第
二
一
類

二
一
・
〇
一
―
二
一
・
〇
二

Ｃ
Ｃ
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二
一
・
〇
三
―
二
一
・
〇
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ

二
一
・
〇
五
―
二
一
・
〇
六

Ｃ
Ｃ

第
二
二
類

二
二
・
〇
一
―
二
二
・
〇
七

Ｃ
Ｃ

二
二
〇
八
・
二
〇
―
二
二
〇
八
・
七
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
二
二
・
〇
七
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
二
〇
八
・
九
〇
―
二
二
〇
九
・
〇
〇

Ｃ
Ｃ

第
二
三
類

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
二
四
類

Ｃ
Ｃ

第
五
部

第
二
五
類

二
五
・
〇
一

Ｃ
Ｃ

二
五
〇
二
・
〇
〇
―
二
五
一
八
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
五
一
八
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
五
一
九
・
一
〇
―
二
五
二
二
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
五
二
二
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
五
二
二
・
三
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
五
二
三
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
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二
五
二
三
・
二
一
―
二
五
二
三
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

二
五
二
四
・
一
〇
―
二
五
二
五
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
五
二
五
・
三
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

二
五
・
二
六
―
二
五
・
三
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
二
六
類

二
六
・
〇
一
―
二
六
・
一
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
六
・
一
八
―
二
六
・
二
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
二
七
類

二
七
〇
一
・
一
一
―
二
七
〇
一
・
一
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
七
〇
一
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
七
〇
二
・
一
〇
―
二
七
一
〇
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
七
一
〇
・
九
一
―
二
七
一
〇
・
九
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ

二
七
・
一
一
―
二
七
・
一
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
六
部

第
二
八
類

二
八
・
〇
一

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
八
・
〇
二
―
二
八
・
〇
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
八
・
〇
四
―
二
八
・
〇
六

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
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二
八
・
〇
七
―
二
八
・
〇
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
八
・
〇
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
八
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
八
・
一
一
―
二
八
・
一
三

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
八
・
一
四

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
三
〇

二
八
・
一
五
―
二
八
・
一
六

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
八
・
一
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
八
・
一
八
―
二
八
・
二
一

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
八
・
二
二
―
二
八
・
二
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
八
・
二
四
―
二
八
・
四
六

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
八
・
四
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
八
・
四
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
八
・
五
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
八
・
五
二

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
八
・
五
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇



　 990

第
二
九
類

二
九
〇
一
・
一
〇
―
二
九
〇
五
・
四
二

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
九
〇
五
・
四
三
―
二
九
〇
五
・
四
五

Ｃ
Ｃ

二
九
〇
五
・
四
九
―
二
九
〇
五
・
五
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
九
〇
六
・
一
一

Ｃ
Ｃ

二
九
〇
六
・
一
二
―
二
九
一
〇
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
九
・
一
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
九
・
一
二

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
九
・
一
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
九
一
四
・
一
一
―
二
九
一
八
・
一
三

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
九
一
八
・
一
四
―
二
九
一
八
・
一
五

Ｃ
Ｃ

二
九
一
八
・
一
六
―
二
九
二
三
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
九
二
三
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ

二
九
二
三
・
三
〇
―
二
九
二
四
・
二
五

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
九
二
四
・
二
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ

二
九
・
二
五
―
二
九
・
二
六

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
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二
九
・
二
七
―
二
九
・
二
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
九
・
二
九
―
二
九
・
三
四

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
九
・
三
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
九
・
三
六
―
二
九
・
三
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
九
・
四
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ

二
九
・
四
一

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
九
・
四
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
三
〇
類

三
〇
〇
一
・
二
〇
―
三
〇
〇
六
・
九
一

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

三
〇
〇
六
・
九
二

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

三
〇
〇
六
・
九
三

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は
Ｃ
Ｒ

第
三
一
類

三
一
・
〇
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

三
一
・
〇
二
―
三
一
・
〇
五

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
三
二
類

三
二
〇
一
・
一
〇
―
三
二
〇
一
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

三
二
〇
一
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ

三
二
・
〇
二

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
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三
二
・
〇
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

三
二
・
〇
四

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

三
二
・
〇
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

三
二
・
〇
六
―
三
二
・
〇
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

三
二
・
一
〇
―
三
二
・
一
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

三
二
・
一
二
―
三
二
・
一
五

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
三
三
類

三
三
・
〇
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ

三
三
・
〇
二
―
三
三
・
〇
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
三
四
類

三
四
〇
一
・
一
一
―
三
四
〇
二
・
五
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

三
四
〇
二
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は
Ｃ
Ｒ

三
四
・
〇
三
―
三
四
・
〇
五

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

三
四
・
〇
六
―
三
四
・
〇
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
三
五
類

三
五
・
〇
一
―
三
五
・
〇
二

Ｃ
Ｃ

三
五
・
〇
三
―
三
五
・
〇
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ

三
五
・
〇
五

Ｃ
Ｃ
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三
五
・
〇
六
―
三
五
・
〇
七

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
三
六
類

三
六
・
〇
一
―
三
六
・
〇
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

三
六
・
〇
四

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

三
六
・
〇
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

三
六
・
〇
六

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
三
七
類

三
七
・
〇
一
―
三
七
・
〇
三

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

三
七
・
〇
四
―
三
七
・
〇
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

三
七
・
〇
六
―
三
七
・
〇
七

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
三
八
類

三
八
・
〇
一

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

三
八
〇
二
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ

三
八
〇
二
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

三
八
・
〇
三
―
三
八
・
〇
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

三
八
〇
五
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

三
八
〇
五
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

三
八
〇
六
・
一
〇
―
三
八
〇
六
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
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三
八
〇
六
・
三
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

三
八
〇
六
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

三
八
・
〇
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

三
八
・
〇
八

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

三
八
〇
九
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ

三
八
〇
九
・
九
一
―
三
八
一
二
・
三
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

三
八
・
一
三
―
三
八
・
一
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

三
八
・
一
五

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

三
八
・
一
六
―
三
八
・
二
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

三
八
・
二
二

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

三
八
・
二
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ

三
八
二
四
・
一
〇
―
三
八
二
四
・
五
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

三
八
二
四
・
六
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ

三
八
二
四
・
八
一
―
三
八
二
四
・
八
三

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

三
八
二
四
・
八
四
―
三
八
二
四
・
九
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は
Ｃ
Ｒ
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三
八
・
二
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ

三
八
・
二
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

三
八
・
二
七

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
七
部

第
三
九
類

三
九
・
〇
一
―
三
九
・
〇
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

三
九
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は
Ｃ
Ｒ

三
九
・
一
一
―
三
九
・
一
三

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

三
九
・
一
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

三
九
一
五
・
一
〇
―
三
九
二
六
・
四
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

三
九
二
六
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
三
〇

第
四
〇
類

四
〇
・
〇
一
―
四
〇
・
一
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

四
〇
一
二
・
一
一
―
四
〇
一
二
・
一
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

四
〇
一
二
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

四
〇
一
二
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

四
〇
・
一
三
―
四
〇
・
一
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
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第
八
部

第
四
一
類

Ｃ
Ｃ

第
四
二
類

Ｃ
Ｃ

第
四
三
類

Ｃ
Ｃ

第
九
部

第
四
四
類

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
四
五
類

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
四
六
類

四
六
・
〇
一

Ｃ
Ｃ

四
六
〇
二
・
一
一
―
四
六
〇
二
・
一
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
三
〇

四
六
〇
二
・
一
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
一
四
・
〇
一
項
又
は
第
四
六
・
〇
一
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

四
六
〇
二
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
三
〇

第
一
〇
部

第
四
七
類

四
七
・
〇
一
―
四
七
・
〇
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

四
七
・
〇
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
四
八
類

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
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第
四
九
類

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
一
一
部

第
五
〇
類

五
〇
・
〇
一
―
五
〇
・
〇
三

Ｃ
Ｃ

五
〇
・
〇
四
―
五
〇
・
〇
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ

五
〇
・
〇
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
（
た
だ
し
、
産
品
が
締
約
国
又
は
両
締
約
国
に

お
い
て
完
全
に
浸
染
さ
れ
、
又
は
な
せ
ん
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
。

第
五
一
類

五
一
・
〇
一
―
五
一
・
〇
三

Ｃ
Ｃ

五
一
・
〇
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ

五
一
・
〇
五

Ｃ
Ｃ

五
一
・
〇
六
―
五
一
・
〇
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ

五
一
・
〇
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除

く
。
）

五
一
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ

五
一
・
一
一
―
五
一
・
一
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
（
た
だ
し
、
産
品
が
締
約
国
又
は
両
締
約
国
に

お
い
て
完
全
に
浸
染
さ
れ
、
又
は
な
せ
ん
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
。

第
五
二
類

五
二
・
〇
一
―
五
二
・
〇
三

Ｃ
Ｃ
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五
二
・
〇
四
―
五
二
・
〇
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ

五
二
・
〇
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
五
二
・
〇
五
項
又
は
第
五
二
・
〇
六
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
二
・
〇
八
―
五
二
・
一
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
（
た
だ
し
、
産
品
が
締
約
国
又
は
両
締
約
国
に

お
い
て
完
全
に
浸
染
さ
れ
、
又
は
な
せ
ん
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
。

第
五
三
類

五
三
・
〇
一
―
五
三
・
〇
五

Ｃ
Ｃ

五
三
・
〇
六
―
五
三
・
〇
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ

五
三
・
〇
九
―
五
三
・
一
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
（
た
だ
し
、
産
品
が
締
約
国
又
は
両
締
約
国
に

お
い
て
完
全
に
浸
染
さ
れ
、
又
は
な
せ
ん
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
。

第
五
四
類

五
四
・
〇
一
―
五
四
・
〇
六

Ｃ
Ｃ

五
四
・
〇
七
―
五
四
・
〇
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
（
た
だ
し
、
産
品
が
締
約
国
又
は
両
締
約
国
に

お
い
て
完
全
に
浸
染
さ
れ
、
又
は
な
せ
ん
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
。

第
五
五
類

五
五
・
〇
一
―
五
五
・
〇
七

Ｃ
Ｃ

五
五
・
〇
八
―
五
五
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ

五
五
・
一
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
五
五
・
〇
九
項
又
は
第
五
五
・
一
〇
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
五
・
一
二
―
五
五
・
一
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
（
た
だ
し
、
産
品
が
締
約
国
又
は
両
締
約
国
に

お
い
て
完
全
に
浸
染
さ
れ
、
又
は
な
せ
ん
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
。

第
五
六
類

五
六
〇
一
・
二
一
―
五
六
〇
八
・
一
一

Ｃ
Ｃ
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五
六
〇
八
・
一
九
―
五
六
〇
九
・
〇
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
五
七
類

Ｃ
Ｃ

第
五
八
類

Ｃ
Ｃ

第
五
九
類

Ｃ
Ｃ

第
六
〇
類

Ｃ
Ｃ
又
は
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
（
た
だ
し
、
産
品
が
締
約
国
又
は
両
締
約
国
に
お

い
て
完
全
に
浸
染
さ
れ
、
又
は
な
せ
ん
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
。

第
六
一
類

Ｃ
Ｃ

第
六
二
類

Ｃ
Ｃ

第
六
三
類

六
三
〇
一
・
一
〇
―
六
三
〇
六
・
一
九

Ｃ
Ｃ

六
三
〇
六
・
二
二
―
六
三
〇
六
・
三
〇

Ｃ
Ｃ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

六
三
〇
六
・
四
〇
―
六
三
〇
七
・
一
〇

Ｃ
Ｃ

六
三
〇
七
・
二
〇

Ｃ
Ｃ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

六
三
〇
七
・
九
〇
―
六
三
一
〇
・
九
〇

Ｃ
Ｃ

第
一
二
部

第
六
四
類

Ｃ
Ｃ

第
六
五
類

六
五
・
〇
一
―
六
五
・
〇
二

Ｃ
Ｃ
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六
五
・
〇
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ

六
五
・
〇
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
三
〇

六
五
・
〇
六
―
六
五
・
〇
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
六
六
類

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
六
七
類

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
一
三
部

第
六
八
類

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
六
九
類

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
七
〇
類

七
〇
・
〇
一
―
七
〇
・
一
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

七
〇
一
八
・
一
〇

Ｃ
Ｃ

七
〇
一
八
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

七
〇
一
八
・
九
〇

Ｃ
Ｃ

七
〇
・
一
九
―
七
〇
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
一
四
部

第
七
一
類

七
一
・
〇
一

Ｃ
Ｃ
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七
一
・
〇
二
―
七
一
・
〇
六

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

七
一
・
〇
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

七
一
・
〇
八

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

七
一
・
〇
九
―
七
一
・
一
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

七
一
・
一
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
一
・
一
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
一
・
一
四
項
か
ら
第
七
一
・
一
八
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除

く
。
）

七
一
・
一
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
一
・
一
三
項
又
は
第
七
一
・
一
五
項
か
ら
第
七
一
・
一
八
項
ま
で
の
各
項
の
材
料

か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

七
一
・
一
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
一
・
一
三
項
、
第
七
一
・
一
四
項
又
は
第
七
一
・
一
六
項
か
ら
第
七
一
・
一
八
項

ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

七
一
・
一
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
一
・
一
三
項
か
ら
第
七
一
・
一
五
項
ま
で
の
各
項
、
第
七
一
・
一
七
項
、
第
七

一
・
一
八
項
、
第
七
一
〇
一
・
二
二
号
、
第
七
一
〇
二
・
三
九
号
、
第
七
一
〇
三
・
九
一
号
、
第

七
一
〇
三
・
九
九
号
又
は
第
七
一
〇
四
・
九
〇
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

七
一
・
一
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
一
・
一
三
項
か
ら
第
七
一
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除

く
。
）

七
一
・
一
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
一
五
部
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第
七
二
類

七
二
・
〇
一

Ｃ
Ｃ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

七
二
・
〇
二
―
七
二
・
〇
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

七
二
・
〇
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
二
・
〇
五
―
七
二
・
二
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
七
三
類

七
三
・
〇
一
―
七
三
・
一
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

七
三
・
一
五

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

七
三
・
一
六
―
七
三
・
一
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

七
三
・
一
八

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

七
三
・
一
九
―
七
三
・
二
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
七
四
類

七
四
〇
一
・
〇
〇
―
七
四
〇
三
・
一
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

七
四
〇
三
・
一
二
―
七
四
〇
三
・
二
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

七
四
・
〇
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
四
・
〇
五
―
七
四
・
〇
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

七
四
〇
九
・
一
一

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

七
四
〇
九
・
一
九
―
七
四
〇
九
・
二
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
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七
四
〇
九
・
三
一
―
七
四
〇
九
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

七
四
・
一
〇
―
七
四
・
一
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
七
五
類

七
五
・
〇
一
―
七
五
・
〇
二

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

七
五
・
〇
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
五
・
〇
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

七
五
・
〇
五

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

七
五
・
〇
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
三
〇

七
五
・
〇
七
―
七
五
・
〇
八

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
七
六
類

七
六
・
〇
一

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

七
六
・
〇
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
六
・
〇
三
―
七
六
・
一
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
七
八
類

七
八
・
〇
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

七
八
・
〇
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
八
・
〇
四
―
七
八
・
〇
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
七
九
類

七
九
〇
一
・
一
一
―
七
九
〇
一
・
一
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
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七
九
〇
一
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

七
九
・
〇
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
九
・
〇
三
―
七
九
・
〇
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
八
〇
類

八
〇
・
〇
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
〇
・
〇
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ

八
〇
・
〇
三
―
八
〇
・
〇
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
八
一
類

八
一
〇
一
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
一
〇
一
・
九
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
一
〇
一
・
九
六

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
一
〇
一
・
九
七

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

八
一
〇
一
・
九
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
一
〇
二
・
一
〇
―
八
一
〇
二
・
九
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
一
〇
二
・
九
五
―
八
一
〇
二
・
九
六

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
一
〇
二
・
九
七

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

八
一
〇
二
・
九
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
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八
一
〇
三
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
一
〇
三
・
三
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

八
一
〇
三
・
九
一
―
八
一
〇
四
・
一
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
一
〇
四
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

八
一
〇
四
・
三
〇
―
八
一
〇
五
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
一
〇
五
・
三
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

八
一
〇
五
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
一
〇
六
・
一
〇
―
八
一
〇
八
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
一
〇
八
・
三
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

八
一
〇
八
・
九
〇
―
八
一
〇
九
・
二
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
一
〇
九
・
三
一
―
八
一
〇
九
・
三
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

八
一
〇
九
・
九
一
―
八
一
一
〇
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
一
一
〇
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

八
一
一
〇
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
一
一
一
・
〇
〇
―
八
一
一
二
・
一
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
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八
一
一
二
・
一
三

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

八
一
一
二
・
一
九
―
八
一
一
二
・
二
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
一
一
二
・
二
二

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

八
一
一
二
・
二
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
一
一
二
・
三
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
一
一
二
・
三
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
一
一
二
・
四
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
一
一
二
・
四
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
一
一
二
・
五
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
一
一
二
・
五
二

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

八
一
一
二
・
五
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
一
一
二
・
六
一

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

八
一
一
二
・
六
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
一
一
二
・
九
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
一
一
二
・
九
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
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八
一
・
一
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
八
二
類

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
八
三
類

八
三
〇
一
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
三
〇
一
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
三
〇
一
・
三
〇
―
八
三
一
一
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
一
六
部

第
八
四
類

八
四
〇
一
・
一
〇
―
八
四
〇
一
・
三
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
〇
一
・
四
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
〇
二
・
一
一
―
八
四
〇
二
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
〇
二
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
〇
三
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
〇
三
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
〇
四
・
一
〇
―
八
四
〇
四
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
〇
四
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
〇
五
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
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八
四
〇
五
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
〇
六
・
一
〇
―
八
四
〇
六
・
八
二

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
〇
六
・
九
〇
―
八
四
〇
九
・
九
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
一
〇
・
一
一
―
八
四
一
〇
・
一
三

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
一
〇
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
一
一
・
一
一
―
八
四
一
一
・
八
二

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
一
一
・
九
一
―
八
四
一
一
・
九
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
一
二
・
一
〇
―
八
四
一
二
・
八
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
一
二
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
一
三
・
一
一
―
八
四
一
三
・
九
一

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
一
三
・
九
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
一
四
・
一
〇
―
八
四
一
四
・
八
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
一
四
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
一
五
・
一
〇
―
八
四
一
五
・
八
三

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
一
五
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
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八
四
一
六
・
一
〇
―
八
四
一
六
・
三
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
一
六
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
一
七
・
一
〇
―
八
四
一
七
・
八
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
一
七
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
一
八
・
一
〇
―
八
四
一
八
・
六
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
一
八
・
九
一
―
八
四
一
八
・
九
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
一
九
・
一
一
―
八
四
一
九
・
八
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
一
九
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
二
〇
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
二
〇
・
九
一
―
八
四
二
〇
・
九
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
二
一
・
一
一
―
八
四
二
一
・
三
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
二
一
・
九
一
―
八
四
二
一
・
九
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
二
二
・
一
一
―
八
四
二
二
・
四
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
二
二
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
二
三
・
一
〇
―
八
四
二
三
・
八
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇



　 1010

八
四
二
三
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
二
四
・
一
〇
―
八
四
二
四
・
八
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
二
四
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
・
二
五
―
八
四
・
三
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
三
一
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
三
一
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
三
一
・
三
一
―
八
四
三
一
・
四
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
三
二
・
一
〇
―
八
四
三
二
・
八
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
三
二
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
三
三
・
一
一
―
八
四
三
三
・
六
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
三
三
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
三
四
・
一
〇
―
八
四
三
四
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
三
四
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
三
五
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
三
五
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
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八
四
三
六
・
一
〇
―
八
四
三
六
・
八
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
三
六
・
九
一
―
八
四
三
六
・
九
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
三
七
・
一
〇
―
八
四
三
七
・
八
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
三
七
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
三
八
・
一
〇
―
八
四
三
八
・
八
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
三
八
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
三
九
・
一
〇
―
八
四
三
九
・
三
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
三
九
・
九
一
―
八
四
三
九
・
九
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
四
〇
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
四
〇
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
四
一
・
一
〇
―
八
四
四
一
・
八
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
四
一
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
四
二
・
三
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
四
二
・
四
〇
―
八
四
四
二
・
五
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
四
三
・
一
一
―
八
四
四
三
・
三
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇



　 1012

八
四
四
三
・
九
一
―
八
四
四
七
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
四
八
・
一
一
―
八
四
四
八
・
一
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
四
八
・
二
〇
―
八
四
四
九
・
〇
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
五
〇
・
一
一
―
八
四
五
〇
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
五
〇
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
五
一
・
一
〇
―
八
四
五
一
・
八
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
五
一
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
五
二
・
一
〇
―
八
四
五
二
・
三
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
五
二
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
五
三
・
一
〇
―
八
四
五
三
・
八
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
五
三
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
五
四
・
一
〇
―
八
四
五
四
・
三
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
五
四
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
五
五
・
一
〇
―
八
四
五
五
・
三
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
五
五
・
九
〇
―
八
四
五
九
・
七
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇



　 1013

八
四
六
〇
・
一
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
八
五
三
七
・
一
〇
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
六
〇
・
一
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
六
〇
・
二
二
―
八
四
六
〇
・
二
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
八
五
三
七
・
一
〇
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
六
〇
・
二
九
―
八
四
六
〇
・
四
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
六
〇
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
八
五
三
七
・
一
〇
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
・
六
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
六
二
・
一
一
―
八
四
六
二
・
一
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
八
五
三
七
・
一
〇
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
六
二
・
二
二
―
八
四
六
二
・
二
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
六
二
・
三
二
―
八
四
六
二
・
三
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
八
五
三
七
・
一
〇
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
六
二
・
三
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
六
二
・
四
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
八
五
三
七
・
一
〇
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
六
二
・
四
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
六
二
・
五
一
―
八
四
六
二
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
八
五
三
七
・
一
〇
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
・
六
三
―
八
四
・
六
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
六
七
・
一
一
―
八
四
六
七
・
八
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇



　 1014

八
四
六
七
・
九
一
―
八
四
六
七
・
九
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
六
八
・
一
〇
―
八
四
六
八
・
八
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
六
八
・
九
〇
―
八
四
七
三
・
三
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
七
三
・
四
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
七
三
・
五
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
七
四
・
一
〇
―
八
四
七
四
・
八
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
七
四
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
七
五
・
一
〇
―
八
四
七
五
・
二
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
七
五
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
七
六
・
二
一
―
八
四
七
六
・
八
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
七
六
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
七
七
・
一
〇
―
八
四
七
七
・
八
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
七
七
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
七
八
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
七
八
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇



　 1015

八
四
七
九
・
一
〇
―
八
四
七
九
・
八
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
七
九
・
九
〇
―
八
四
八
〇
・
七
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
・
八
一
―
八
四
・
八
三

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
八
四
・
一
〇
―
八
四
八
五
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
八
五
・
二
〇
―
八
四
八
五
・
八
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
八
五
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
八
六
・
一
〇
―
八
四
八
六
・
四
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
四
八
六
・
九
〇
―
八
四
八
七
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
八
五
類

八
五
・
〇
一
―
八
五
・
〇
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
〇
四
・
一
〇
―
八
五
〇
四
・
五
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
〇
四
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
〇
五
・
一
一
―
八
五
〇
五
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
〇
五
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
〇
六
・
一
〇
―
八
五
〇
六
・
八
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
〇
六
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇



　 1016

八
五
〇
七
・
一
〇
―
八
五
〇
七
・
八
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
〇
七
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
〇
八
・
一
一
―
八
五
〇
八
・
六
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
〇
八
・
七
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
〇
九
・
四
〇
―
八
五
〇
九
・
八
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
〇
九
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
一
〇
・
一
〇
―
八
五
一
〇
・
三
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
一
〇
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
一
一
・
一
〇
―
八
五
一
三
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
一
三
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
一
四
・
一
一
―
八
五
一
四
・
四
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
一
四
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
一
五
・
一
一
―
八
五
一
五
・
八
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
一
五
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
一
六
・
一
〇
―
八
五
一
六
・
八
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇



　 1017

八
五
一
六
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
一
七
・
一
一
―
八
五
一
七
・
六
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
一
七
・
七
一
―
八
五
一
七
・
七
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
一
八
・
一
〇
―
八
五
一
八
・
五
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
一
八
・
九
〇
―
八
五
二
九
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
三
〇
・
一
〇
―
八
五
三
〇
・
八
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
三
〇
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
三
一
・
一
〇
―
八
五
三
一
・
八
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
三
一
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
三
二
・
一
〇
―
八
五
三
二
・
三
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
三
二
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
三
三
・
一
〇
―
八
五
三
三
・
四
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
三
三
・
九
〇
―
八
五
三
八
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
三
九
・
一
〇
―
八
五
三
九
・
四
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
三
九
・
五
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
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八
五
三
九
・
五
二

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
三
九
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
四
〇
・
一
一
―
八
五
四
〇
・
八
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
四
〇
・
九
一
―
八
五
四
〇
・
九
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
四
一
・
一
〇
―
八
五
四
一
・
六
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
四
一
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
四
二
・
三
一
―
八
五
四
二
・
三
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
四
二
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
四
三
・
一
〇
―
八
五
四
三
・
三
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
四
三
・
四
〇
―
八
五
四
三
・
七
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
（
第
八
五
三
九
・
五
二
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
四
三
・
九
〇
―
八
五
四
八
・
〇
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
五
・
四
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
一
七
部

第
八
六
類

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
八
七
類

八
七
・
〇
一
―
八
七
・
〇
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
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八
七
・
〇
八

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
七
・
〇
九
―
八
七
・
一
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
八
八
類

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
八
九
類

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
一
八
部

第
九
〇
類

九
〇
・
〇
一
―
九
〇
・
〇
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
〇
三
・
一
一
―
九
〇
〇
三
・
一
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
〇
三
・
九
〇
―
九
〇
〇
四
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
〇
五
・
一
〇
―
九
〇
〇
五
・
八
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
〇
五
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
〇
六
・
三
〇
―
九
〇
〇
六
・
六
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
〇
六
・
九
一
―
九
〇
〇
六
・
九
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
〇
七
・
一
〇
―
九
〇
〇
七
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
〇
七
・
九
一
―
九
〇
〇
七
・
九
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
〇
八
・
五
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
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九
〇
〇
八
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
一
〇
・
一
〇
―
九
〇
一
〇
・
六
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
一
〇
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
一
一
・
一
〇
―
九
〇
一
一
・
八
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
一
一
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
一
二
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
一
二
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
一
三
・
一
〇
―
九
〇
一
三
・
八
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
一
三
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
一
四
・
一
〇
―
九
〇
一
四
・
八
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
一
四
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
一
五
・
一
〇
―
九
〇
一
五
・
八
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
一
五
・
九
〇
―
九
〇
一
六
・
〇
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
一
七
・
一
〇
―
九
〇
一
七
・
八
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
一
七
・
九
〇
―
九
〇
二
一
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇



　 1021

九
〇
二
二
・
一
二
―
九
〇
二
二
・
三
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
二
二
・
九
〇
―
九
〇
二
三
・
〇
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
二
四
・
一
〇
―
九
〇
二
四
・
八
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
二
四
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
二
五
・
一
一
―
九
〇
二
五
・
八
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
二
五
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
二
六
・
一
〇
―
九
〇
二
六
・
八
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
二
六
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
二
七
・
一
〇
―
九
〇
二
七
・
八
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
二
七
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
二
八
・
一
〇
―
九
〇
二
八
・
三
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
二
八
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
二
九
・
一
〇
―
九
〇
二
九
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
二
九
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
三
〇
・
一
〇
―
九
〇
三
〇
・
八
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
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九
〇
三
〇
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
三
一
・
一
〇
―
九
〇
三
一
・
八
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
三
一
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
三
二
・
一
〇
―
九
〇
三
二
・
八
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
〇
三
二
・
九
〇
―
九
〇
三
三
・
〇
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
九
一
類

九
一
〇
一
・
一
一
―
九
一
一
三
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
一
一
三
・
九
〇

Ｃ
Ｃ

九
一
・
一
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
九
二
類

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
一
九
部

第
九
三
類

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
二
〇
部

第
九
四
類

九
四
〇
一
・
一
〇
―
九
四
〇
四
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
四
〇
四
・
二
一
―
九
四
〇
四
・
二
九

Ｃ
Ｃ

九
四
〇
四
・
三
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
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九
四
〇
四
・
四
〇
―
九
四
〇
四
・
九
〇

Ｃ
Ｃ

九
四
〇
五
・
一
一
―
九
四
〇
五
・
四
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
四
〇
五
・
五
〇
―
九
四
〇
五
・
六
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
四
〇
五
・
九
一
―
九
四
〇
六
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
九
五
類

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
九
六
類

九
六
・
〇
一

Ｃ
Ｃ

九
六
・
〇
二
―
九
六
・
〇
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
六
・
〇
五

Ｃ
Ｃ

九
六
・
〇
六
―
九
六
・
一
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
六
・
一
九

Ｃ
Ｃ

九
六
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
二
一
部

第
九
七
類

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

 

第
一
一
部
注
釈
（
第
五
〇
類
か
ら
第
六
三
類
ま
で
）
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注
釈
１　

統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
五
〇
類
か
ら
第
五
五
類
ま
で
の
各
類
及
び
第
六
〇
類
に
分
類
さ
れ
る
産
品
に
対
す
る
品
目
別
規 

則
の
適
用
上
、
浸
染
し
、
又
は
な
せ
ん
す
る
工
程
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
以
上
の
作
業
を
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

　

抗
菌
防
臭
加
工

(1)

 

　

防
融
加
工

(2)

 

　

防
蚊
加
工

(3)

 

　

抗
ピ
ル
加
工

(4)

 

　

帯
電
防
止
加
工
、
制
電
加
工

(5)

 

　

し
わ
加
工

(6)

 

　

漂
白

(7)

 

　

ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ

(8)

 

　

バ
フ
加
工

(9)　

抜
蝕
加
工
、
オ
パ
ー
ル
加
工 

し
よ
く

(10)　

カ
レ
ン
ダ
仕
上
げ 

(11)
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圧
縮
収
縮
仕
上
げ 

(12)　

防
し
わ
加
工 
(13)　

蒸
じ
ゅ
う
、
デ
カ
タ
イ
ジ
ン
グ 

(14)　

消
臭
加
工 

(15)　

イ
ー
ジ
ー
ケ
ア
加
工 

(16)　

エ
ン
ボ
ス
加
工 

(17)　

エ
メ
リ
加
工 

(18)　

難
燃
加
工 

(19)　

植
毛
、
フ
ロ
ッ
ク
加
工
、
電
着
加
工 

(20)　

発
泡
な
せ
ん 

(21)　

液
体
ア
ン
モ
ニ
ア
加
工 

(22)　

マ
ー
セ
ラ
イ
ズ
加
工 

(23)　

制
菌
加
工 

(24)
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縮
じ
ゅ
う 

(25)　

モ
ア
レ
仕
上
げ 
(26)　

透
湿
防
水
加
工 

(27)　

は
つ
油
加
工 

(28)　

オ
ー
ガ
ン
ジ
加
工 

(29)　

減
量
加
工 

(30)　

芳
香
加
工 

(31)　

リ
ラ
ッ
ク
ス
処
理 

(32)　

リ
ッ
プ
ル
加
工 

(33)　

シ
ュ
ラ
イ
ナ
加
工 

(34)　

せ
ん
毛
、
シ
ャ
リ
ン
グ 

(35)　

防
縮
加
工 

(36)　

ソ
イ
ル
ガ
ー
ド
加
工
（
Ｓ
Ｇ
加
工
） 

(37)
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ソ
イ
ル
リ
リ
ー
ス
加
工
（
Ｓ
Ｒ
加
工
） 

(38)　

ス
ト
レ
ッ
チ
加
工 
(39)　

防
ダ
ニ
加
工 

(40)　

Ｕ
Ｖ
カ
ッ
ト
加
工 

(41)　

ウ
ォ
ッ
シ
ュ
・
ア
ン
ド
・
ウ
ェ
ア
加
工
（
Ｗ
＆
Ｗ
加
工
） 

(42)　

吸
水
加
工 

(43)　

防
水
加
工 

(44)　

は
っ
水
加
工 

(45)　

ウ
ェ
ッ
ト
デ
カ
タ
イ
ジ
ン
グ 

(46)　

防
風
加
工 

(47)　

針
布
起
毛 

(48)

注
釈
２　

統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
六
一
類
か
ら
第
六
三
類
ま
で
の
各
類
に
分
類
さ
れ
る
産
品
が
原
産
品
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決
定

す
る
に
当
た
り
、
当
該
産
品
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
関
税
分
類
の
変
更
の
要
件
は
、
当
該
産
品
の
関
税
分
類
を
決
定
す
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る
構
成
部
分
に
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
、
当
該
構
成
部
分
は
、
当
該
産
品
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
規
則
に
定
め
る

 
関
税
分
類
の
変
更
の
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


